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循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
 
 
【問 合 先】 

　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランテ
ィア団体の協力で実施しますので、ご利用ください。 

３月１６日（水） 
午前９時３０分～１１時３０分 
中央公民館、松枝公民館、下羽栗
会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、
古着（布）も同時に回収します。 

環境経済課 

使用済み食用油の回収 

 
 
 
 
【手続期限】 
【相談・問合先】 

　過去にハンセン病にかかったことがある方には、
国から補償金（和解一時金）が支払われます。
すでに亡くなられた方や、療養所に入所したこと
がない方も対象となります。 

３月３１日（木） 
いずれかにご相談ください。 
・公益財団法人 沖縄県ゆうな協会 
　蕁０９８‐８３２‐９５２８ 
・法律事務所 
　蕁０９８‐９３８‐４３８１ 
・厚生労働省（難病対策課） 
　蕁０３‐５２５３‐１１１１（内線２３６９） 

ハンセン病元患者などによる和解一時金
の申請期限が迫っています 

 
 
 
 
 
 
【相談・問合先】 

　認知症の疑いで困りごとのある方やその家族
を認知症の専門知識を持つ看護師、社会福祉
士などがチームで訪問し、困りごとを伺いつつ一
緒に解決策を考えます。必要に応じ、認知症の
専門知識を持つ医師の訪問も行います。ひとりで
悩まず、ご相談ください。 

福祉健康課 
または地域包括支援センター 
蕁３８８‐７１３３ 

認知症の方やその疑いのある方への訪問支援を行います 

　慢性腎臓病（CKD）は新たな国民病です。
生活習慣を見直して予防しましょう。 

3月第2木曜日（3月10日）は 
「世界腎臓デー」です 

男女共同参画のすすめ 
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

●家庭では 
「夫婦間でお互いの人権を尊重し 

暴力をなくしましょう」 
●地域では 
「地域団体の役割分担を男性中心型から 

男女共同参画型に改めましょう」 
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